
 
 
 
 
 

 
 

 
 

納税通知書に同封している課税明細書（課税資産の内訳書）の見方をご説明します。課税明細書を見なが

ら、税額を計算してみましょう。 

 
 

その１  納税通知書を見てみましょう。 
                

 

 固定資産税の税額は、51100 円、都市計画税の税額は        固定資産税の税額は、51100 円、都市計画税の税額は                   

 

 

  

  

  
 

 
 

 

                                     

                                     

 

 

 

 
 

 
 
 

その２  課税明細書の項目を確認してみましょう。 
【土地】 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

所在・地番：土地の場所を表します。住居表示を実施している地域などでは、住所と異なる場合があります。 
 

登記地目／現況地目：登記地目は、登記簿上の地目です。現況地目は、課税上の地目です。 
 

登記地積：登記簿上の面積です。 
 

課税地積・評価額：固定資産課税台帳に登録された課税上の面積・価格です。共用土地（分譲マンション

等の区分所有家屋の敷地）の場合は、敷地全体の面積・価格です。 
 

固定資産税課税標準額・都市計画税課税標準額：税額算出の基礎になる額です。共用土地の場合は、算出

基礎の課税標準額に持分割合と補正率を乗じたものです。 
 

固定資産税相当額・都市計画税相当額：課税標準額に固定資産税は税率 1.4/100、都市計画税は税率

0.3/100 を乗じて算出した税相当額です。物件ごとに算出しているため、端数処理の関係上、物件

ごとの税相当額を合計しても、納税通知書の表紙に記載している年税額⑦とは異なる場合があります。 

 

 

 

 

固定資産税の税額は、

71,200 円です。 

 

年税額は、 

91,400 円です。 

 

都市計画税の税額は、

20,200 円です。 
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備考：特例その他の措置を講じている場合の事由等を表示しています。複数の措置を講じている場合は、下記

（表１）の番号で表示しています。 
（表１） 

①新築住宅の軽減、②新築軽減の終了、③住宅用地、④共用土地、⑤非課税、⑥一部非課税 

⑦課税免除、⑧一部課税免除、⑨減免、⑩一部減免、⑪認定長期の軽減、⑫代替家屋の軽減 

⑬認定長期軽減の終了、⑭代替家屋軽減率の変更、⑮代替家屋軽減の終了 
 

算出基礎：現況地目が宅地の場合、1 筆の土地を住宅用地特例区分（下記（表２）参照）ごとに分けて算出し

ており、その内訳を表示しています。 

 

住宅用地特例区分：住宅用地に適用する課税標準の特例の区分を表示しております。なお、住宅用地と

は、住宅の敷地として使用される宅地のうち、家屋の床面積の 10 倍までの面積のことをいい、適用され

る特例率は、下記（表２）のとおり、面積に応じたものとなります。 

 

 

 

 

 
 
 

前年度課税標準額：前年度の課税標準額です。なお、地目の変換等があった場合は類似する土地の前年

度の課税標準額から比準して算定しています。 
 

負担水準：前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示したものです。 

 負担水準 ＝ 前年度の課税標準額 ÷（今年度の評価額 × 課税標準の特例率※） 
                                   ※上記（表 2）の課税標準の特例率です。 

負担調整： 

宅地等の場合は、負担

水準等に応じ、右記（表

３）の区分（Ａ～Ｆ）を

表示しています。 

宅地等について、税額

算出の基礎となる課税標

準額は、右記（表３）及

び下記（表４）により算

定しています。 

（表４）   

区分 課税標準額 区分 課税標準額 

A 評価額×課税標準の特例率 D 評価額の 6 割 

B 評価額の 7 割 E 前年度課税標準額＋評価額（×課税標準の特例率）×５％  

C 前年度課税標準額に据え置き F 評価額（×課税標準の特例率）の 2 割 
 

（注）農地法第 36 条第１項の規定による勧告があった農地（勧告遊休農地）については、負担調整措置は適用されません。 

 

【家屋】 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

所在：家屋の建っている場所を表します。住居表示を実施している地域などでは、住所と異なる場合があ

ります。 
 

家屋番号：登記簿に登記されている番号です（未登記の場合は、市で管理用の番号を付設しています。ま

た、増築や付属家の家屋番号は主たる家屋に合わせています。）。 
棟番：同じ家屋番号で複数棟ある場合に、何棟目かを表しています。 
付番：増築した場合などに、その部分を区分して表すための番号です。 
 

（表２）  

住 宅 用 地 特 例 区 分 
課税標準の特例率 

固定資産税 都市計画税 

小規模住宅用地 住宅用地のうち住宅 1 戸につき 200 ㎡までの部分  １/６ １/３ 

一 般 住 宅 用 地 住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分 １/３ ２/３ 

非 住 宅 用 宅 地 宅地のうち住宅用地以外の部分 — — 

（表３） 
 

 
負 担 調 整（注） 

非住宅用宅地 一般住宅用地・小規模住宅用地 

1.0 以上 
評価額の7 割 区分＝B 

特例適用後の価格 区分＝A 

0.7 超 1.0 未満 
 

 

 

 

特例適用後の価格の５％を加算 
 

 

 

ただし、 E による計算結果が 

・特例適用後の価格以上 

・特例適用後の価格の２割未満 

 

 

 

 

区分＝E 
 

 

 

 

区分＝A 

区分＝F 

0.6 以上 0.7 以下 据え置き 区分＝C 

 

 

0.6 未満 

評価額の５％を加算 
 

 

 

・評価額の6 割超 

・評価額の2 割未満 

 

区分＝E 
 

 

 

区分＝D 

区分＝F 
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負担水準 

 

負担調整・住宅用地 
特例区分 

 

ただし、E による計算結果が 



× － 

備考：特例その他の措置を講じている場合の事由等を表示しています。複数の措置を講じている場合

は、２ページ目（表1）の番号で表示しています。 

種類（用途）：家屋の課税上の主たる用途を表しています。 

構造：木造や鉄筋コンクリート造といった家屋の構造の区分を表しています。 
 

築年：家屋が建築された年です（建築年が明確でない場合には、「M00」という管理用の年次が表示されます。）。 
 

階層：原則として、一棟全体の階層数を表しています（例：10/１⇒地上 10 階、地下１階）。分譲マン

ションなどの区分所有家屋の一室でも同様です。 
 

課税床面積：固定資産課税台帳に登録された課税上の床面積です。分譲マンションなどの区分所有家屋に

ついては、専有部分のほか、その床面積割合に応じた共用部分の床面積も含まれます。 
 

評価額：固定資産課税台帳に登録された価格です。 
 

固定資産税課税標準額・都市計画税課税標準額：税額算出の基礎になる額です。 
 

固定資産税相当額・都市計画税相当額：課税標準額に固定資産税は税率 1.4/100、都市計画税は税率

0.3/100 を乗じて算出した税相当額です。減免の対象となっている家屋は、減免税額を差し引いた額です。 
 

固定資産税軽減税額・都市計画税軽減税額：税が軽減されている場合の額を表しています。例えば、新築住

宅に対する減額の特例が適用されている場合には、新築してから３年間（３階建て以上の中高層耐火・準耐火

建築物である住宅については５年間）、床面積 120 ㎡までの部分について固定資産税額の 1/２が減額されます。 
 

差引固定資産税相当額・差引都市計画税相当額：上記の税相当額から軽減税額を差し引いた額で、実際

に納める税額に相当します。物件ごとに算出しているため、それぞれの税相当額を合計しても、納税通知書

の表紙に記載している年税額⑦とは異なる場合があります。  

その３  課税明細書を見ながら、年税額を計算してみましょう。 

             

 

 

 

（百円未満切り捨て）              （百円未満切り捨て）          

 

固定資産税額を計算してみましょう。 

【土地】 

〔1〕課税標準額の算出は…負担調整措置により算出方法が違います。 

〔2〕課税明細書の記載から、負担水準を見てみましょう。 

負担水準は「0.934」です。  ＊負担水準の求め方は、このパンフレットの２ページ目にあります。 

〔3〕土地の課税標準額は… 

この数値を、このパンフレットの２ページ目（表 3）にあてはめてみましょう。 

行：負担水準が、「0.934」なので「0.7 超 1.0 未満」に該当します。 

列：「一般住宅用地・小規模住宅用地」に該当します。 

該当する負担調整措置は、「特例適用後の価格の５％を加算」になります（課税明細書の負担調整欄には

「Ｅ」と記載しています。）。したがって、今年度の課税標準額は、前年度課税標準額に特例適用後の価

格の５％を加えた額になるので、 

前年度課税標準額（課税明細書の記載より）＋評価額（課税明細書の記載より）×小規模住宅用地の特例率 

（このパンフレットの２ページ目（表２））×５％ 

 

1,534,631 円 ＋ 9,849,790 円 × 1/６ × 0.05 ＝ 1,616,712 円…a となります。 

〔4〕固定資産税相当額は… 

   課税標準額 a × 税率 1.4/100 ＝ 1,616,712 × 0.014 ＝ 22,633 円 となります。 

＋ ＝ 

土地・家屋 
の課税標準

額の合計 
－ 

軽 減

及 び

減 免

税 額 

土地・家屋 
の課税標準 
額の合計 

 

固定資産税額 都市計画税額 

× 
  

年

税

額 
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税率 
1.4/100 

税率 
0.3/100 

 

（千円未満切り捨て） 

 

 

（千円未満切り捨て） 

 

軽 減

及 び

減 免

税 額 



 
 

 都市計画税額を計算してみましょう。 

【土地】 

〔1〕課税標準額の算出は… 固定資産税と同様に、負担調整措置により算出方法が違います。 

〔2〕それでは負担水準は？ 課税明細書から、負担水準は「1.076」です。 

〔3〕土地の課税標準額は… 

固定資産税と同様に、このパンフレットの２ページ目（表 3）にあてはめてみると、負担水準が

1.0 以上なので、課税標準額は住宅用地の「特例適用後の価格」になります（課税明細書の負担調

整欄には「A」と記載しています。）。 

評価額（課税明細書の記載より）×小規模住宅用地の特例率（このパンフレットの２ページ目（表２））なので、  

9,849,790 円 × 1/3 ＝ 3,283,263 円…c となります。 
 

 

【家屋】 

〔1〕課税標準額は… 固定資産税と同様の算出方法により求め、同額になります。 

「3,470,222 円」…d となります。 

 

 都市計画税額は・・・ 

土地・家屋の課税標準額の合計 × 税率 0.3/100 ＝（c＋d）×0.003  

＝（3,283,263 円＋3,470,222 円）×0.003 ＝ 6,753,000 × 0.003 ＝ 20,259 円 
 

百円未満を切り捨てて、都市計画税額は 20,200 円 となります。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

【家屋】 

〔1〕家屋の課税標準額は… 

   課税明細書をみてみましょう。「3,470,222 円」…b です。 

〔2〕固定資産税相当額は… 

   課税標準額 b  ×  税率 1.4/100 ＝ 3,470,222 円 × 0.014 ＝ 48,583 円 となります。 

 

 固定資産税額は・・・ 

土地・家屋の課税標準額の合計 × 税率 1.4/100 ＝ （a＋b）× 0.014 

＝（1,616,712 円＋3,470,222 円）× 0.014 ＝ 5,086,000 × 0.014 ＝ 71,204 円 
 

百円未満を切り捨てて、固定資産税額は 71,2００円 となります。 

（千円未満切り捨て） 

＜お問い合わせ窓口＞（市外局番 022）                       ［市役所 北庁舎］ 

担当課 北固定資産税課 南固定資産税課 

区域 青葉区 泉区 宮城野区・若林区 太白区 

物件の種別 土地 家屋 土地 家屋 土地 家屋 土地 家屋 

電話番号 214-8596 214-8604 214-8597 214-8605 214-8689 214-8694 214-8690 214-8695 

 

 年税額は・・・ 

固定資産税額 ＋ 都市計画税額 ＝ 71,200 円 ＋ 20,200 円 ＝ 91,400 円となります。 
 

（千円未満切り捨て） 
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